
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申込みは裏面をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある研究によると、小学校２年生の時にいじめの加害者（いじめっ子）だった男子は、24 歳のときに犯罪

者になっているリスクが、そうでない子どもの６倍だそうです。つまり「いじめ」は、被害者だけでなく、

加害者、そして傍観者（いじめを見ている子どもたち）の将来にまで暗い影を落とします。 

よって、いじめを撲滅することは、全ての子どもの未来のために必要であると言えるでしょう。 

子どもの発達科学研究所では、「いじめを絶対に許さない」を合い言葉に、「いじめ予防プログラム」を開

発し、学校現場に提供しています。 

私たちが必要としているのは、「いじめ」の事実があったあとの対応方法ではなく、いじめが存在しない、

もしくは起きにくい学校を作ることだと考えるからです。 

この「いじめ予防プログラム」講習会、ステップ２では、ステップ１で学んだ概要からさらに踏み込んで、

それぞれの学校現場で、どのようにプログラムを実施すればよいのかを学んで頂きます。また、演習を通し

て、それぞれの現場で活用するプログラムを作成して頂きます。さらにプログラム実施時に使用できる教材

の紹介と提供を行います。 

 なお、このステップ２に参加するには、ステップ１を修了していることが条件になります。 

【主任講師紹介】 

和久田学（大阪大学大学院特任講師、子どもの発達科学研究所主席研究員） 

  20 年以上の教員経験を生かし、最先端の研究結果や情報を現場に生かすことを目指している。 

専門は小児発達学（博士）、特別支援教育、不適応、虐待、いじめなど。 

演題：「いじめ予防プログラム講習会・ステップ２」 

内容：いじめ予防プログラム導入の前提と手順。具体的方法。教材の使い方についての講義 

   それぞれの現場導入を目指したプログラム作成演習 

講師：和久田学（小児発達学博士）他 

大阪大学大学院特任講師、子どもの発達科学研究所主席研究員 

対象：ステップ１修了者（小・中・高等学校の教員、管理職、教育委員会事務局、その他教育関係者など） 

日時：平成２５年８月 31 日（土）9：30～17:00（受付 9：00～） 

場所：浜松市福祉交流センター：大会議室 

参加費：5 千円（テキスト代込） 

定員：100 名 

その他：参加にはステップ１を修了している必要があります。 

いじめ予防プログラム講習会

 

 

《ステップ２》    浜松会場 

一般社団法人子どもの発達科学研究所 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第３ビル 267 号 

  Email:moushikomi.ijimeyobouh2@gmail.com（申込みのみ） smilehamamatsu@gmail.com（お問合せ） 

子どもの SMILE サポート® 

主催：一般社団法人子どもの発達科学研究所 

後援：大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 

浜松市教育委員会、文部科学省 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【申込み・問合せについて】 *お間違えのないよう、ご確認ください。* 

一般社団法人子どもの発達科学研究所 浜松オフィス：〒430-0929浜松市中区中央1-3-6 

申込み受付期間：平成 25年 5 月 27日（水）～8月 28 日（水） 

申込み先：Email:moushikomi.ijimeyobouh2@gmail.com  

☎/fax：053-456-0575 

問合せ先：Email:smilehamamatsu@gmail.com   電話/fax：053-456-0575 

氏 名
フリガナ
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いじめ予防プログラム講習会（ステップ２）平成 25 年８月 31 日、浜松・参加申し込み用紙（Fax 用） 

gatu21 日、大阪・参加申込み用紙(Fax 用) 

 

 

 

プログラム内容（予定） 

 

9:00～9:30  受付 

9:30～10:45 講義 1「いじめ予防プログラムの理論的背景」ステップ 1 の振り返り 

11:00～12:30 講義 2「学校体制と教員研修プログラム」 

   ・いじめ予防プログラムは、全ての教員の参加が必要です。プログラム実施の前提となる教員研修プログラムについて解説します。 

12:30～13:30 休憩、昼食 

13:30～1５:00 演習１「いじめ予防プログラムの作成」（休憩を含む） 

   ・それぞれの学校（学級）で実施可能なプログラムの作成を行って頂きます。 

1５:10～16:30 講義３「いじめ予防プログラムの具体的内容」 

   ・年間６回程度の実施が推奨される「いじめ」に関する授業及び日々の指導、保護者への啓発などについて解説します。 

  16：30～17：00 まとめ 

 

※下記内容を記入の上、なるべくメールでお申し込みください。 

申込みが確認されましたら、参加費お振込

のご案内が自動配信されます。 

【浜松市福祉交流センターまでのアクセス】 

徒歩でお越しになる場合 

ＪＲ浜松駅北口を左手に曲がり、高架線路沿いに

西南方向（豊橋方向）へ約 10分 

遠鉄バスでお越しになる場合 

駅北口バスターミナル 4番乗り場 

10 番：舞阪町内・弁天島温泉ゆき 

12 番：高塚・馬郡ゆき 

16 番：法枝・小沢渡ゆき 

「成子坂」下車 徒歩 3 分 

循環まちバスく・る・るでお越しになる場合 

駅北口バスターミナル 7 番乗り場 

運行時間 10：00～17：00 

（浜松駅バスターミナル毎時 00・30 分発） 

13 番下車（浜松駅から約 15分） 

 


